
別記 

仕 様 書 

 

契約書に記載された業務履行期間を通して、五所川原市立学校給食センターの消防用設備等点検

及び消防訓練等の業務を行う。 

 

業務概要 

１ 消防法第 17条の 3の 3に定める者が点検を行うこと。 

２ 法定点検（機能点検 2回、総合点検 1回）を実施すること。 

３ 点検後は、速やかに「報告書」（2部）を提出すること。 

４ 給食センターの消防総合訓練に協力すること。（年間） 

５ 不測の事態が発生したときは、速やかに対処すること。 

６ その他関係法令、告示等を遵守すること。 

 

点検対象設備 

（１）消化器具 

  ① 製造者名  モリタ宮田工業株式会社 

  ② 名  称  粉末 ABC消火器 アルテシモ（10型 3.0㎏） 

  ③ 個  数  ２７個 

（２）屋内消火栓設備 

  ① ポ ン プ  株式会社荏原製作所（型式等 50MEFU355.5） 

  ② 電 動 機  株式会社東芝（型式等 IKKH3－FCKLW21E） 

  ③ 個  数  ９個 

（３）自動火災報知設備 

  ① 受 信 機  能美防災株式会社（型式等 FCSJ104S－B34－90LT） 

  ② 発 信 機  P型１級 屋内型９個 

  ③ 感 知 器  差動式スポット型５８個 

          定温式スポット型１３６個 

          光電式スポット型８６個 

  ④ 音響装置  ベル２５個 

（４）誘導灯 

  ① 避難口誘導灯 B級８個 

  ② 避難口誘導灯 C級３９個 

  ③ 通路誘導灯 B級１７個 

  ④ 通路誘導灯（階段等に設けるもの）９個 

（５）排煙設備 

  ① 製造者名  株式会社荏原製作所 

  ② 型 式 等  FM－11S2 

（６）非常電源（自家発電設備） 

  ① 製造者名  三菱電機株式会社 

  ② 型 式 等  PG110QY 

  ③ 種  別  キュービクル式（屋外） 

 


